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第１２回定例会議事日程 

 

１ 日  時    平成２９年１１月１日（水）午前９時３０分 

２ 場  所    八王子市役所 議会棟４階 第３・第４委員会室 

３ 会議に付すべき事件 

第１ 第３７号議案 平成２９年度八王子市教育委員会表彰について 

第２ 第３８号議案 八王子市立いずみの森小中学校（第三中学校）校舎等解

体工事請負契約の締結に関する議案の調製依頼について 

第３ 第３９号議案 平成２９年度１１月補正予算の調製依頼について 

第４ 第４０号議案 八王子市立いずみの森小中学校への義務教育学校制度の

導入について 

４ 報 告 事 項 

・市立中学校生徒に係る事故への対応状況について       （指導課） 

・市制１００周年記念事業ビジョンフォーラム「生活文化創造都市フォー 

ラム」の実施結果について                 （指導課） 

・市制１００周年記念事業ビジョンフォーラム「文化芸術振興フォーラム」 

の実施結果にいて                     （指導課） 

・平成２８年度八王子市生涯学習関連事業評価の結果について 

（生涯学習政策課） 

・市制１００周年記念事業「桑都フォトロゲイニング」の開催について 

（スポーツ振興課） 

・市制１００周年記念事業「キャッチボールクラシック八王子大会」の開 

催について                    （スポーツ振興課） 

・市制１００周年記念事業「宇宙飛行士講演会」の開催について 

（こども科学館） 

・平成２６年度執行分定期監査結果に基づく措置について   （図書館部） 

その他報告 
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第１２回定例会追加議事日程 

 

１ 日  時    平成２９年１１月１日（水）午前９時３０分 

２ 場  所    八王子市役所 議会棟４階 第３・第４委員会室 

３ 会議に付すべき事件 

第４１号議案 八王子市教育委員会事務局職員人事に関する事務処理の報告に

ついて 

                                      

    出席者 

      教 育 長          安 間 英 潮 

      委 員          村 松 直 和 

      委 員          柴 田 彩千子 

      教 育 長 職 務 代 理 者      大 橋   明 

      委 員          笠 原 麻 里 

 

    教育委員会事務局出席者 

      学 校 教 育 部 長      廣 瀬   勉 

      学 校 教 育 部 指 導 担 当 部 長      山 下 久 也 

      教 育 総 務 課 長      小 林 順 一 

      学 校 教 育 政 策 課 長      橋 本 盛 重 

      学 校 複 合 施 設 整 備 課 長      内 野 茂 樹 

      施 設 管 理 課 長      松 土 和 広 

      保 健 給 食 課 長      野 田 明 美 

      教 育 支 援 課 長      穴 井 由美子 

      指 導 課 長      中 村 東洋治 

      教 職 員 課 長      廣 瀬 和 宏 

      統 括 指 導 主 事      佐 藤 晴 美 

      統 括 指 導 主 事      野 村 洋 介 
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      生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 部 長      瀬 尾 和 子 

      生 涯 学 習 政 策 課 長      平 塚 裕 之 

      ス ポ ー ツ 振 興 課 長      坂 口 崇 文 

      ス ポ ー ツ 施 設 管 理 課 長      佐 藤 晴 久 

      学 習 支 援 課 長      浅 岡 秀 夫 

      文 化 財 課 長      中 野 みどり 

      こ ど も 科 学 館 長      叶     清 

      図 書 館 部 長      石 黒 みどり 

      中 央 図 書 館 長      太 田 浩 市 

      生 涯 学 習 セ ン タ ー 図 書 館 長      新 納 泰 隆 

      南 大 沢 図 書 館 長      安 達 和 之 

      川 口 図 書 館 長      福 田 秀 之 

      指 導 課 指 導 主 事      上 野 和 広 

      指 導 課 指 導 主 事      加 藤 則 之 

      教 職 員 課 主 査      長 尾 千 恵 

      生 涯 学 習 政 策 課 主 査      杉 山 浩 一 

      ス ポ ー ツ 振 興 課 主 査      野 村 泰 史 

      ス ポ ー ツ 振 興 課 主 査      伊 藤 雅 佳 

      こ ど も 科 学 館 主 査      小 山   豊 

      中 央 図 書 館 主 査      樋 口   勉 

      教 育 総 務 課 主 査      堀 川   悟 

      教 育 総 務 課 主 事      廣 瀬 桃 子 

      教 育 総 務 課 主 事      池 上   光 

      教 育 総 務 課 嘱 託 員      古瀬村 温 美 
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【午前９時３０分開会】 

○安間教育長  お待たせいたしました。 

本日の出席は５名でありますので、本日の委員会は有効に成立をいたしました。 

これより平成２９年度第１２回定例会を開会いたします。 

    本市では地球温暖化対策、省資源対策の一環として節電等に取り組んでおります。

本定例会においても、照明の一部消灯を実施いたしておりますので、御理解いただき

ますよう、お願いいたします。 

本日の議事録署名員の指名をいたします。本日の議事録署名員は笠原麻里委員を指

名いたします。 

    なお、本日追加議事日程の提出がありました。これについても、議題といたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  また、議事日程中、第３９号議案は、一部内容変更が生じる恐れがあるた

め、事務局より取り下げたい旨の申し出がありましたので、そのようにしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

    さらに、本日の議事でございますが、第３７号議案及び報告事項「市立中学校生徒

に係る事故への対応状況について」は審議内容が個人情報に及ぶため、また、第３８

号議案はいまだ意思形成過程のため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１

４条第７項及び第８項の規定により、非公開といたしたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

    さて、議事に入ります前に、本日１１月１日付で教育委員会事務局職員の人事異動

がありましたので、それに伴う管理職の紹介をいたします。 

○瀬尾生涯学習スポーツ部長  それでは、生涯学習スポーツ部に転入した管理職について

御紹介させていただきます。学習支援課長の浅岡秀夫でございます。 

○浅岡学習支援課長  浅岡秀夫でございます。よろしくお願いします。 
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○瀬尾生涯学習スポーツ部長  以上でございます。 

○石黒図書館部長  続きまして、図書館部に転入した管理職を御紹介させていただきます。

生涯学習センター図書館長の新納泰隆です。 

○新納生涯学習センター図書館長  新納泰隆でございます。よろしくお願いいたします。 

○石黒図書館部長  以上です。 

○安間教育長  ありがとうございました。 

    それでは、議事を進行いたします。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  日程第４、第４０号議案 八王子市立いずみの森小中学校への義務教育学

校制度の導入についてを議題に供します。 

    本案について、指導課、学校複合施設整備課から説明願います。 

○内野学校複合施設整備課長  それでは、第４０号議案 八王子市立いずみの森小中学校

への義務教育学校制度の導入について説明いたします。 

    まず、佐藤統括指導主事より、１、趣旨から、４、いずみの森小中学校における義

務教育学校制度の導入に期待する効果までを御説明した後、私から、５、施設の特徴、

６、今後の義務教育学校制度の導入について御説明いたします。 

○佐藤統括指導主事  まず、１、趣旨についてでございます。本市は、小中一貫教育に関

する基本方針に基づき、小中一貫教育を推進し、円滑な小・中学校の接続を図ってお

り、小中一貫校を４校開校としているところでございます。 

    そのような中、平成２７年６月に、義務教育９年間の学びを一つの学校で行う義務

教育学校が法により制度化されました。このことを受け、個々の学校及び地域の実情

や特色を総合的に勘案して、学校設置の選択肢の一つとして、義務教育学校制度を導

入することについて付議するものでございます。 

  資料の２、（１）本市の小中一貫教育について御説明をいたします。まず、本市が

平成１７年度から、小中一貫教育に関わる取り組みを始めた背景についてでございま

す。児童・生徒の学力の習得、体力の向上、豊かな心の醸成に向けた教育活動を行っ

ておりますが、小・中学校の教職員間の指導内容や、指導方法に関する理解不足や情

報交換、連携の不足、また、児童・生徒がつまずきを抱えたまま進級・進学すること、

中学校で増える不登校などの課題があり、その解決の手段として、小中一貫教育に関
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わる取り組みを始めました。 

    現在の小中一貫教育についてでございます。資料の２の（２）のア、小中一貫校区

について御説明いたします。小中一貫校区のねらいは、小学校と中学校が、教科指導

や生活指導などの情報を共有することでございます。 

    成果と課題についてでございますが、成果として、互いの校種の指導内容、指導方

法について、共通認識を持つことができた。児童・生徒の個に応じた支援方法などの

情報連携ができたことなどが挙げられます。 

    課題といたしましては、学校と学校の距離的な問題があり、教職員や児童・生徒の

交流を日常的に行うことは難しい。一つの小学校から複数の中学校に進学するため、

小中一貫校区の取り組みが継続されない場合もあることが上げられます。 

    では次に、イ、小中一貫校でございます。小中一貫校のねらいは、小学校と中学校

の教科指導や生活指導など、継続して教育課程を編成し、指導体制や指導内容等の工

夫により、特色ある小中一貫教育を行うことでございます。 

    小中一貫校の成果と課題でございます。成果は、義務教育９年間を見通した、系統

的な年間指導計画に基づく教科指導を実践している。日常的に教職員や児童・生徒が

交流していることでございます。 

    課題といたしましては、教職員の配置がそれぞれの校種の学級規模に応じた配置と

なっているため、小学校段階での教科担任制が一部の教科にしかできない状況にござ

います。小学校６年間、中学校３年間で教育課程が区切られるため、それぞれの過程

で指導をまとめる必要がある。小中それぞれ単体でＰＴＡ等が組織されているため、

ＰＴＡ行事や地域の関わり方が異なる場面があることが上げられます。 

    このような、本市の小中一貫教育の現状も踏まえ、次に、４、いずみの森小中学校

における義務教育学校制度の導入に期待する効果でございます。 

    まず、（１）義務教育学校制度についてでございます。義務教育学校は、一つの組

織で一貫した教育を行うことから、義務教育９年間を全教職員で指導・支援する。学

校が地域の拠点となり、地域の活性化をするの二点としたいと考えております 

    今回、いずみの森小中学校に導入する理由でございますが、まず、現状として、い

ずみの森小中学校は、市街地に位置し、新しい住民が多く転入している。また、校舎

の老朽化により校舎建てかえの必要があることが上げられます。 
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    このことを踏まえ、いずみの森小中学校は、平成２４年度から小中一貫校としての

実績がありますので、地域とともにある学校を目指す、本市の先進的モデル校として

開校したいと考えます。なお、複合施設の利点を生かし、子育ての一体化もはかって

まいります。 

    私からは以上でございます。 

○内野学校複合施設整備課長  続きまして、５、施設の特徴について説明いたします。ま

ず、（１）義務教育学校としての特徴について説明いたします。義務教育学校として

運営していくための施設上の配慮についてでございますが、学年区分、教職員組織、

学習指導、地域連携の四つの視点からまとめました。 

まず、一点目でございます。学年区分につきましては、発達段階を考慮しまして、

いわゆる中一ギャップを解消する関係で、第６、第７年生を同じ階に配置いたしまし

て、学年区分に配慮した教室配置としています。 

    二点目、教職員組織につきましては、全教職員が校務の連携やコミュニケーション

を取りやすくできるよう、校長室、職員室、事務室を一体的に配置しております。 

    三点目、学習指導につきましては、第５年生から教科担任制を導入。地域と協働に

よる指導体制の構築、９年間の系統的な指導による義務教育段階終了時の学力の保証

といった問題に対応するため、同じ教科の教職員の交流が図れますよう、同じ教科の

特別教室の間に準備室を配置しております。 

    具体的には、図工室と美術室の間に、相互に関係する準備室を配置することとしま

して、教員同士の連携や指導方法等の情報共有を通じた、指導力の向上を目指した配

置としております。 

    四点目、地域連携でございますが、地域と連携した教育活動を日常的に行うことが

できるよう、児童・生徒と地域の方たちとの交流を図るための施設として、地域コミ

ュニティスペースを配置しております。 

    続きまして、その他の施設の特徴でございますが、資料の後ろにあります建物の図

面も合わせて御覧ください。 

    先ほどの説明と重なる部分もありますが、まず１階でございます。全児童・生徒及

び教職員が集える大体育館を配置するほか、今回、複合施設として、保育所、学童保

育所、地域コミュニティスペースを設置しまして、幼・小・中連携、待機児童の解消、
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児童生徒と地域との交流などを図っていきます。 

    続きまして、建物図面は次のページに移ります。まず、２階でございます。２階に

は、武道場としても対応可能な小体育館を配置しております。３階ですが、交流ホー

ルを配置し、学年集会など、大人数が集合できるようにしております。このほか、４

階にプールを配置しておりますが、プールにつきましては、可動床及び全天候型の上

屋を設置し、全児童・生徒に対応できるようにしております。 

    また、プールで使用する期間以外は可動床、床をプールサイドまで上昇させまして、

軽運動や集会などができる多目的な施設として利用可能な設計とし、通年で使用でき

る施設としております。 

    続きまして、６、今後の義務教育学校制度の導入についての考え方でございますが、

平成３２年度に開校する、このいずみの森小中学校の義務教育学校としての教育効果

を検証しながら、どのような条件のもとでこの制度を導入していくのが効果的なのか、

十分検討しながら進めていきたいと考えております。 

    最後に参考といたしまして、今後の工事のスケジュールを載せました。本年１２月

に、第三中学校の解体工事の契約を行いまして、平成３０年、来年４月から第三中の

仮設校舎を使用しまして、本体については６月より改築工事を進め、平成３２年４月

の施設使用開始の予定でございます。 

    説明は以上になります。 

○安間教育長  只今、両課からの説明が終わりました。まずは、本案について御質疑はご

ざいませんか。 

○大橋委員  御説明ありがとうございました。 

    小中一貫教育と、それから義務教育学校ということで、先ほど不登校の中一ギャッ

プを減らすというお話がありましたので、お聞きをします。 

    まず、現在の八王子市の中学校の不登校の出現率。それと、いずみの森の中学校の

不登校の出現率はいかがでしょうか。 

    それから、施設についての質問です。特別教室と準備室の配置を工夫すると、同教

科によって教員が交流できるように、そういう工夫をするということですが、図工・

美術であるだとか、音楽以外の教科。特に小学校の場合ですと、国語であるとか算数

であるとか、そのような教科を指導する教員、つまり担任は長い時間子どもに関わっ
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ているわけですので、中学校の教員との、教科での交流等についてはどのように考え

ていらっしゃるのか、この二点をまずお聞きしたいと思います。 

○穴井教育支援課長  大変申し訳ございません。不登校の出現率については、今、手元の

ほうに資料がございませんので、後でよろしいでしょうか。 

○安間教育長  もう一点のほうは。 

○内野学校複合施設整備課長  ほかの教科、例えば国語とか算数、数学等ですね、ここに

ついては、職員室は一つの職員室ということで、そこでの交流がはかれて、確かに机

の配置等は学年ごとになると思うんですが、その中で交流がはかれるかなというふう

には考えています。 

○安間教育長  ほかに、まず御質疑ということでよろしいですか。 

○柴田委員  いずみの森の小中一貫義務教育の学校ですけれども、校舎の図面を見ますと、

学校開放に重きを置いていて、地域との協働を目指した学校・施設が作られるという

ような意図は十分に理解しておりますけれども、教室数のことで、例えば少人数制の

授業を展開した場合に、教室数というのは十分に確保できる状態なんでしょうか。 

○内野学校複合施設整備課長  少人数教室についても、学年ごとに少人数教室を設けてお

りますので、その対応はできると。あと、先ほど説明したところで、交流ホールです

ね。３階に交流ホールというのがございますが、これも多目的施設、少人数教室もで

きるような形で運用できますので、少人数教室への対応はできるというふうに考えて

おります。 

○安間教育長  よろしゅうございますか。 

他に、まず御質疑ございませんか。 

それでは、御意見も含めてお伺いしたいと思います。御意見ございませんか。 

○大橋委員  不登校については、今まだデータが出ておりませんので、何とも言えないん

ですけれども、単に義務教育学校にしたから不登校が減少するということではないと

いうふうに、私は思います。やはり、そこには一貫した指導というものが規定にある

というふうに思いますので、先ほどの御説明にもありましたけれども、その指導の一

貫性、系統性というところを十分、これは要するに、魂を入れる部分だと思いますの

で、ここが非常に重要だというふうに思います。 

それから、施設のことで質問をしました。特別教室については、そのような準備室
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を間に、小中の間に挟むという工夫をされているわけですが、小学校と中学校の教員

の職員室を一緒にしたからといって、交流が図れるわけではありません。これは、私

の経験から分かるんですね。やはり、交流をするための手だて、例えば、同じ研究主

題に向かって小学校の教員と中学校の教員が校内研究を進めていくなど、そういう部

分がやはり必要になると思いますので、そのことによって、お互いに共通理解ができ

る。それから、同じ目線で子どもを指導していくことができるというふうになると思

いますので、そのあたりのところ、施設の工夫も非常に重要ですけれども、その中身

のところを、ぜひ御検討いただきたいというふうに思います。 

それから、先ほど柴田委員から、少人数の教室、そのスペースのことで御質問があ

りましたけれども、私はこの義務教育学校で、最終的には中学を出た後、きちんと、

広い意味でのその学力を身に着けて、それぞれ、きちんと進路が決定するということ

が大事だというふうに思います。そのためには、少人数教育、少人数指導というのは

非常に大事だというふうに思います。 

中学校の場合、数学だけではなくて、英語、あるいは理科などでの少人数というの

が進められるだろうなというふうに思いますので、そのあたりのところの教室のスペ

ース。これが十分に取れるのかどうか、きちんと御検討いただければというふうに思

います。 

以上です。 

○佐藤統括指導主事  今の御意見について、少し御説明させていただきたいと思います。 

先ほどありました、特別教室の間の準備室はあるけれども、そのほかの教科につい

てでございますが、現在いずみの森小中学校の方では、同じ研究テーマのもと、研究

を行っております。その中に教科部会というものを、今まで小学校のほうでは、そう

いう教科の先生が集まってやるということがなかったんですけれども、小学校の先生

と中学校の先生が教科部会を作って、どのように指導するのが良いかということを今

現在やっております。それをこれからも継続し、今後ですが、やはり校舎の中に、実

は３階と４階にティーチャーズルームというか、小さい部屋もあります。そういうと

ころでも協議ですとか研究ができるような構造になっております。 

三点目にお話がありました、少人数指導については、やはりこれも重要な事と捉え

ております。 
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先ほど、学校複合施設整備課長のほうからもありましたけれども、交流ホールとい

うところがあるんですが、そこがパーテーションで三つの教室に分かれるようになっ

ておりまして、そこは少人数の学習に対応するようになっております。また、理科の

教室については、サブの理科教室がありまして、そこでも、理科も少人数になるよう

な対応の構造になっております。 

以上でございます。 

○安間教育長  ほかに委員の方からございますか。 

○村松委員  先に質疑をさせてください。 

まず、図面がございますけれども、学童保育所、保育所、小学校、中学校、特別支

援学級、これが複合化されていまして、それぞれ、放課後の利用、または、中学校、

小学校でのクラブ活動ですとか、保育所はこちらの小さい園庭みたいなところを使う

んでしょうか。やはり、その辺が心配なんですよね。かなりの人数の子どもたちがい

ますよね。特に部活もする関係上、事故が起きては困るので、今はどういう対策を取

られているのかというのが一点。あと、小学校、中学校で、６年間、３年間という区

切りを取り払って義務教育をするということで、その中で小学校は、市民運動会です

とか、いろいろな形で、ＰＴＡ、自治会や町会とつながって、一緒に活動していると

いう状況がございます。そして中学校の方でも、自治会の方や青少対ですとか、清掃

活動とかを一緒にやるんですけれども、これが６年間、３年間という枠が取り払われ

て、ＰＴＡ、また町会のほうで、何かこういうふうにしていきたいとか、９年間の一

貫教育で、こういうふうにしていきたい、または、そういう要望が出ているのか、ま

た、聞き取りをしているのか、そして、指導課、学校複合施設整備課は、どういうふ

うにその辺をお考えなのか聞かせてください。 

○内野学校複合施設整備課長  まず、一点目ですね。校庭の使い方等でございますが、特

に放課後の学童保育所、学童に通われるお子さんと、放課後子ども教室、中学校の部

活、ここが、時間帯的にも重なるということがございます。校庭と、あと、ちょうど

屋上ですね。保育所の一番上のところも軽運動ができるような場所にもなっておりま

す。先ほど申し上げましたプールについても、プール期間以外については、運動施設

というのができるようになっております。あとは、時間帯をうまく区切るような形で、

子ども家庭部の関係所管とも、検討を重ねながら、そこについては、まだ詰め切れて
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いないんですが、今後詰めていくという形です。 

○佐藤統括指導主事  ＰＴＡの組織についてでございますが、現在、学校運営協議会でも、

両方のＰＴＡ会長が出ていらっしゃいまして、そこでも議論されているところでござ

います。 

ＰＴＡの両会長から出ている内容といたしましては、やはり開校に向けて、一つの

組織にすることが望ましいのではないかというふうな話が出ています。 

ただ、やはり外部の関係で、先ほど委員からお話があったように、小学校と中学校

では、それぞれの色々な催し物がありますので、それについては、今後どのように対

応していくかということで、話し合いを進めているところでございます。 

以上でございます。 

○村松委員  ありがとうございます。 

ＰＴＡも町会も、本当にさまざまな行事に御協力、御支援をいただいておりまして、

本当にこれは教育委員会が主導して、いろいろと携わっていかなければいけない案件

だと思っております。 

それにつきまして、先ほど学校複合施設整備課のほうからもお話がありましたけれ

ども、子ども家庭部さんも絡んできますし、教育長や指導課、学校複合施設整備課さ

んが、組織を一本化して、一生懸命連携をとってやってくださいとおっしゃっていた

と思います。先日、私は東京都市町村教育委員会連合会の管外視察研修に出た時に、

他市の教育委員さんから、いずみの森小中学校についての質問をすごくされたんです

よね。 

全国的に見ても、この義務教育学校というのは、やはり注目をされていると。また

意見交換をさせていただきたいということを言われました。全国的にも注目されてい

ます。 

まずは、学校複合施設整備課さん、指導課さんが一本化して、手をとりあって、意

見を調整しながら、地域、ＰＴＡ、学校の意見を取り入れて、しっかりやっていただ

ければなというふうに思っております。 

以上です。 

○安間教育長  ありがとうございます。 

ほかに、委員の方から御意見ございますか。 
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○柴田委員  質問よろしいでしょうか。 

地域と協働した指導体制の構築ということが、学校指導の特徴として挙げられてい

ますが、そこの具体策につきまして、教えていただきたいと思います。 

○佐藤統括指導主事  例えば、今も行っていただいているんですけれども、地域の方々が

授業に、ゲストティーチャーとかサポートとして入っていただくということも継続し

て行いますが、その他にも、やはり学力面の補習教室とか、そういうところで、放課

後の活動に地域の方が入っていただく。それから、学習だけではなくて、これから、

部活動とか、いろいろなことも課題となっておりますので、そちらの方にも地域のお

力をお借りして、教育活動を行っていきたいと考えております。 

○柴田委員  ゲストティーチャーのサポートなど多岐にわたった、地域から力をお借りす

るというふうなことで受けとめました。この人材確保につきましては、地域と協働し

た指導体制をとっているということですので、しっかりと確保していかなければなら

ないと思うんですが、人材確保の方法につきまして、現在どういったことがなされて

いるのか教えていただきたいと思います。 

○佐藤統括指導主事  人材確保については、これから、この規模の学校になりますので、

かなりの人の力を借りなければならないかなと思っておりますが、やはり、この議題

についても、学校運営協議会のほうで議論させていただいております。学校運営協議

会の会長さんが、今コーディネーターをされているので、やっぱりコーディネーター

として人材を集めるのにはこういう苦労をしているところがあると。でも、こういう

手段になればできるんじゃないかということを、意見交換しながら、３２年度に向か

って確保していきたいと考えております。 

○柴田委員  ありがとうございます。 

こういった人材確保に対する工夫であるとか、それから、その地域の力をいかに義

務教育学校に投入していくかというような仕組みを作るということは、八王子の義務

教育学校の一つの大きなモデル構築として、重要な姿勢だと思いますので、ぜひ力を

入れていただきたいと思います。 

○安間教育長  ありがとうございます。 

ほかにありますか。 

○村松委員  今、御説明がありましたけれども、地域の力をお借りしてというふうにおっ
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しゃっていましたけれども、その地域の力をお借りするにしても、やはり、ＰＴＡ、

町会などの、なり手がいなくなった、または高齢化が進んでいる、皆様もお忙しい

という中で、我々が地域のお力を借りるということは、まずはこちらのほうからも

何か力添えをすることを大事にして、大切にして、何ができるのか、力を借りてば

かりじゃなくて、まず何ができるのかということを考えた上で、お力を借りるとい

うふうな視点でやっていっていただきたいというふうに、私は切に思っています。 

以上です。 

○安間教育長  ありがとうございます。 

○佐藤統括指導主事  今のお話しについてでございますが、今考えている地域に対してと

いうところでございますけれども、やはり防災面では、日中、年齢層の関係でなか

なか対応できないという状況もございます。やはり、中学生段階になれば地域に貢

献する力、動けるということもありますので、まずそちらのほうは、地域と連携し

て、地域の一員として動けるように教育活動を展開していくということで、今検討

しております。 

また、放課後に地域の方のお力を借りるということでございますが、その中でやは

り、地域の方もこの学校で一緒に動けて良かった、働けて良かったというようなこと

も、こちらとしても考えていかなければ、お願いするばかりではなく、お互いに、何

か子どもたちを育てていこうというような状況になるように考えていきたいと思って

おります。 

○笠原委員  二点あります。 

一点目は、各委員がおっしゃっていたように、この一貫校の意義はとても大きいと

思います。特に、先ほど大橋委員から、不登校のお話しがありましたが、全国的には、

小学校から中学校に上がると、不登校率が、もう何十倍に増えてしまうというのが現

状ですので、私も現場でそういうような意見も実際に出しております。相談を受ける

と、その場合にも、やはり中学校の受け皿としての機能が小学校から連携していただ

くということも重要だと思いますし、思春期の心理的な問題への配慮が順調に出され

るということが、とても必要なんだと痛感しておりますので、そういった考え方をこ

の一貫校の中に、子どもの心の発達という視点を入れていただけるとすごく有機的に

なるのかなと。今、佐藤統括指導主事からもあったように、子どもの意欲をまた、使
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う、利用するということ、引き出すということもすごく重要かと思います。良い視点

だと思いました。 

その上で二点目です。特別支援学級について伺いたいと思います。大分スペースを

とっていただいているので、この特別支援学級等は現在、こちらのメモにあるものを

やるということであるのか、改めて、何か原因があるとか、知的なのか、情緒的なも

のなのか、どういった特別支援教育で考えていらっしゃるのかということを伺いたい

なと思います。 

○穴井教育支援課長  現在、いずみの森には、小学校にも、中学校にも、知的固定学級が

ございます。あと、中学校には、情緒の通級指導学級がございます。それと、小学

校のほうには言葉の教室があって、それと日本語学級。特別支援ではないんですが、

日本語学級が第六小にはございます。 

このいずみの森小中になった時に、配置をかえたのが、固定については１階の方に、

１年生と９年生まで統べるような形になっています。 

中学校、小学校においては通級指導学級が、特別支援教室というふうになっていて、

中学校も特別支援教室がしたい時には全校に配置する仕組みになりますので、いずみ

の森の中にも特別支援教室、あるいは中学校の通級指導学級を配置しています。 

特に大きく変わるのが、聞こえの教室、難聴学級について、今現在、第四小と第五

中にございますが、それを、いずみの森のほうに移設することによって、難聴障害を

抱えた知的障害の方とか、情緒の方で難聴とか言葉に影響がある方とか、そういった

方たちを相互に連携しながら支援ができる、指導ができる体制というのを作ってあげ

るということです。 

○笠原委員  ありがとうございます。 

豊かな特別支援教育だと思います。二点、特段、日々感じていることなので、こう

いう現場で対応できることなのかちょっと分からないんですが、通級教室に関しまし

ては、制度上なのだと思いますが、週に１回ですが、限られた利用の枠になっている

ことが多くて、実際には学習障害ですとか、知的障害はないけれども学習に困難のあ

る方たちが、結局週に１回授業を受けてみても、ほかの授業は受けられないというこ

とになって、不登校などのような問題が生じているのが、特に中学校年代になるかと

思いますが、その辺につきまして、通級指導教室メーンの方たちへの特別支援教育に
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ついて、何かお考えがあればお聞かせください。 

○穴井教育支援課長  情緒の通級については、先ほど特別支援教室化するというふうなお

話をしました。各全校に特別支援教育として、お部屋を一つ作った中で、今の通級

の先生が、拠点校から回る形で、子どもが動くから、先生が動く形に変えていきま

す。 

ただ、小学校については、ほぼその形で、できるような形で動いているのですが、

中学生については、特に自校の中で積み重ねるということに不安を感じる方であった

り、自校には行けないけれども、他校だからこそ通えるというお子様もいらっしゃい

ます。今、制度上は、先生がおっしゃったように、週に１度、４時間から８時間程度

の指導を受けているというのが基本です 

通級にしか通えていないお子様たちがいるのですが、今後、特別支援教室化してい

く中では、通級の先生たちが、そのノウハウを在籍校の先生に伝えていく、あるいは

在籍校での様子を通級の先生が見立てた中で、指導方法について助言をしていく、そ

れから、中学校の先生から、ちょっと小学校と別の提案がされているのが、通級の先

生がきた時に、ＴＴという形で、通常に授業の中に入っていくことも考えられるだろ

うというふうに言われていますので、そうしたことを進めていきたいというふうに思

っています。 

○安間教育長  よろしゅうございますか。 

ほかに委員からございますか。 

○大橋委員  意見というより、情報を四点。 

まず一点目ですけれども、このいただいた資料の６番目、今後の義務教育学校制度

の導入についてというところがあります。今度、このいずみの森が義務教育学校にな

ると、八王子市内は、３種類の学校ができることになります。小学校、中学校、そし

て義務教育学校。やはり、市民の方、あるいは保護者の不公平感というのが予想され

ます。 

この６番に書いてあるように、教育効果を検証するんだと、そして、その検証した

結果によって、導入をさらに進めていくんだということを、きちんと、やはり説明を

していく必要があるだろうというふうに思います。そのことが、そういう、もし不公

平感が出た場合での対応として、一つあるのかなというふうに思う、これがまず一点
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目です。 

それから二点目なんですが、これは施設の部分で、地域の方との交流を図るコミュ

ニティスペースが設置をされます。先ほど佐藤統括指導主事から、地域の方の協力を

得ると、そしてまた、地域で貢献をしていくというお話がありましたが、やはりこの

スペース、コミュニティスペースがその一つの核になるのではないかと。 

学校、地域協働本部というのが今国で進められていますけれども、やはりこれがそ

のプラットフォームになる部分なのかなと、そのあたりのところを検討していただけ

ると良いかなというのが二点目です。 

それから三点目は、二つあるんですけれども、両方ともその教育課程に関わってい

ます。一つは、現在も一部教科担任制をいずみの森ではやっているということは、や

はり限界があると。今度、義務教育学校になった時に、ここのところが解消できるだ

ろうという先ほどのお話しがあったわけですが、そのためには、やはり小学校と中学

校の教員が相乗りをして、その事業を進めていくことが必要になります。 

既にこの前の来年度予算の中で、これに対応するための、このいずみの森だけでは

なくて、ほかの学校もそうなんですが、そのための時間講師の予算を計上していただ

いていますので、ぜひこれを獲得していただいて、今のうちから開校までの間に、そ

の準備を進めていくこと、それを教育課程に位置づけていくということが非常に大事

になるかなというふうに思います。 

それから大きな三点目の、その教育課程に関わっての二つ目ですけれども、今度の

新しい学習指導要領では、学校段階の接続というものが非常に重視をされた形で記さ

れています。特に小学校の低学年、１年生ですね。生活科を中心にして、効果的、関

連的な指導をして、幼児期に育まれた資質能力が、うまく開花するようにという内容

のことが書いてあります。今度の義務教育学校といいますか、この校舎を改築した場

合に、保育所が一緒になりますので、ぜひここの学校段階の接続ということで、小中

だけではなくて、それより、小学校入学前の教育との接続ということも十分に考えて、

単に３月の時にヒアリングをしておしまいということではなく、どういうような指導

をして、それを小学校でどのように生かしていけるのか。そこを教育課程に位置づけ

るようにしていただけたら良いのではないかなと思います。 

以上の四点、よろしくお願いします。 
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以上です。 

○安間教育長  ありがとうございます。ぜひ、対応をしてください。 

ほかに委員の方からございませんか。よろしゅうございますか。 

それでは私のほうから、最後に一点だけ確認をさせていただきます。 

小中一貫校区、そして、小中一貫校、そしてさらにその発展形として、義務教育学校

という、その３段階を工夫したんですが、これはあくまでも、学校や地域の実態に即

して選んでいるんだという点をしっかりと確認をしておいてもらいたい。 

小中一貫校区で行っている理由というのは、小中一貫校のように、校舎が隣り合わ

せていないという、そういうような物理的な条件もあるんだという点は、ぜひ押さえ

た上で、冒頭も不登校のお話がありましたし、笠原委員のほうからも発達段階のお話

がありました。このことは、全校でやらなければいけないことだろうと思いますよ。

改めて。 

例えば学力の問題にしても、先日の、多分これから報告されるんでしょうが、全国

学力学習状況調査の結果、本市では、ここまでは絶対にできるようになってもらいた

いという、到達目標値を決めていますよね。そこに達していない子どもがいるわけで

すが、八王子市の小学校は、全国より達していないところが多いんですよ。 

それで、中学校の卒業段階になると、達していない子は少なくなっているという。

これは言葉が変われば中学校で頑張っているという言い方もできるんですが、そこに

明確な分担があるんじゃないかと。さらに言うと、先ほどの不登校の話にしても、生

活指導のお話ね。小学校の時に良い子だった。だけど中学校になったら不登校になっ

てしまった、もしくは荒れてしまったというのは、当たり前の話で、思春期があるん

ですよね。以前、委員の方から我々に御教授いただいたけれども、子どもたちが仲間

内の関係の中だけで楽しくやっていれば良いという、そういう段階から、自立をして

いくんだと、そんなお話がありましたよね。そういうふうに皆発達段階がある中で、

小学校の時にみんなで手をつないで頑張ろうという教育活動ばっかりを重視していて、

それで良い子でしたと言ったって、中学校に行った時にいきなり回りの子たちがどん

どん自立していっちゃったら、そういう子たちが置き去りにされるのは当たり前じゃ

ないですか。根本のところに立ち戻って、八王子市内の公立学校については全校で、

そういった意味での小中一貫教育をすべきと。この前提がない限りは、こういうよう
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な学校の制度というのは、一部分だけどんどん選んで行っても、全然説得力を持たな

いと思うんですよ。 

ぜひ、今回ここで義務教育学校制度を導入しようという決定を我々のほうでしてい

くということは同時に、全ての学校で一定水準の教育を行っていくということを、そ

ういう決意でもありますから、ぜひ事務局のほうはそういった意味で、しっかりと受

けとめていただきたいというふう申し上げておきます。 

○穴井教育支援課長  先ほどの不登校の出現率のお話ですが、全校の中で八王子市は、小

学校が０．５％、それから中学校が２．７％の出現率となっています。学校ごとの個

別の数字については公表しておりません。 

○安間教育長  ということですね。 

○大橋委員  公表できないことは理解できますので。 

それで、何をお話したかったかというと、現状が、今多分何％というのはいずみの

森小中でも不登校があると思うんですけれども、それが義務教育学校になった時に減

っていなきゃいけないですよね。ぜひそのようにお願いします。 

以上です。 

○安間教育長  よろしゅうございましょうか。 

○村松委員  教育長、もう一点よろしいですか。 

このイの小中一貫校のねらい、取組、成果、課題とありますけれども、この取組の

中で、小・中学校教員が相互に密に連携・協力することによる、きめ細やかな指導・

支援の実施と書いてあるんですけど、課題のほうでは、小学校段階での教科担任制は、

一部の教科での実施とならざるを得ないと。いろいろ、また、ＰＴＡのことですとか、

教育課程が区切られているため、それぞれの課程で指導をまとめる必要がある。この

課題が示されています。 

きめ細やかな指導と、この課題がまずは、課題を解消していただくこともここに書

いておいていただかないと、これは、きめ細やかな指導というのは、ちょっとこれは

相反してしまいますし、これは見ているとおり、議案なので、やはり、その辺もきめ

細やかにちゃんとやっていただかないと、これを承知するのもどうかなと思いますの

で、まずはこの課題のほうもぜひこういう意見がある、こういうふうにやっていくん

だという、そういう決意の方向を示していただきながら、今後、議案を提出していた
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だきたいなと思います。 

○安間教育長  そこはちゃんと説明してください。この課題はもう物理的にしようがない

課題なんですよね。 

○佐藤統括指導主事  こちらのほうの課題でございますけれども、教科担任制というとこ

ろで、一部の教科にとどまっているというのは、中学校の学級数に応じて教員が割り

振られているということもあります。 

現在、小学校のほうは、小学校の免許で、小学校の先生方が学級規模に入っていら

っしゃいますので、今５年生からの教科担任制を目指しているんですが、やはりどう

してもその免許の関係で、物理的にちょっとこれはできないということでございます。 

ただ、義務教育学校になれば、そこは義務教育学校としての教員の配置になります

ので、そこら辺は可能になってくるだろうということと、一応市としても講師という

ことを今検討しているところでございます。 

○村松委員  ではそういうことも踏まえてこちらに乗せていただいて、課題の解消の狙い

とか、そういうことも書いて、ここに持たせてください。 

以上です。 

○安間教育長  議案そのものの御要望ですか。 

○村松委員  いや、それはないです。 

○安間教育長  分かりました。 

只今の意見、ちゃんと汲んでおいて、さまざまな意見があるんだということを前提

に、今後、事務処理を進めていただきたいと思います。 

本案について、ほかに御意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、ほかに御意見もないようでありますので、お諮りをいたします。 

    只今議題となっております第４０号議案については、提案のとおり決定することに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

    よって、第４０号議案については、そのように決定することにいたしました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 
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○安間教育長  次に、追加日程第４１号議案 八王子市教育委員会事務局職員人事に関す

る事務処理の報告についてを議題に供します。 

    本案について、教職員課から御説明願います。 

○廣瀬教職員課長  それでは、第４１号議案八王子市教育委員会事務局職員人事に関する

事務処理の報告についてでございます。 

先ほど御挨拶が職員からありましたが、それについて、事務局の担当についての報

告でございます。 

詳細につきましては、教職員課長尾主査より御説明いたします。 

○長尾教職員課主査  それでは、第４１号議案を御説明いたします。 

先ほど、１１月１日付人事異動で教育委員会に転入いたしました、２名の管理職を

紹介済みではありますが、改めて、八王子市教育委員会事務局人事、第４１号議案に

ついて、説明いたします。 

第１２回定例会追加議事日程というものの、その後ろ、ホチキスで留めてある２枚

の紙がございますが、そちらの２枚目を御覧ください。 

本議案は八王子市教育委員会権限委任に関する規則第４条第１項に基づき、教育長

におきまして事務処理をいたしましたので、同条第２項目に基づき、報告し、昇任を

お願いするものでございます。それでは、議案関連資料にそって御説明いたします。 

平成２９年１１月１日付異動者でございますが、生涯学習スポーツ部におきまして、

学習支援課長新井課長が、市民活動推進部多文化共生推進課長として転出し、市民活

動推進部多文化共生推進課浅岡課長が学習支援課長として転入いたしました。 

図書館部におきましては、図書館部生涯学習センター図書館新堀館長が、市民部市

民課長として転出し、かわって市民部市民生活課新納課長が図書館部生涯学習センタ

ー図書館長として転入いたしました。 

説明は以上でございます。 

○安間教育長  只今、教職員課からの報告は終わりました。 

本案について御質疑はございませんか。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  本案についての御意見はいかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○安間教育長  御意見もないようでございますので、お諮りをいたします。 

    只今、議題となっております第４１号議案については、提案のとおり承認すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

    よって、第４１号議案については、そのように承認することにいたしました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  続いて報告事項となります。 

指導課から、２件続けて報告をお願いします 

○佐藤統括指導主事  市制１００周年記念事業ビジョンフォーラム「生活文化創造都市フ

ォーラム」及び、「文化芸術振興フォーラム」の実施結果について、担当の加藤指導

主事より御説明申し上げます。 

○加藤指導課指導主事  それでは、私からは、市制１００周年記念事業ビジョンフォーラ

ムの「生活文化創造都市フォーラム」と「文化芸術振興フォーラム」の実施結果につ

いて御報告いたします。 

指導課からの報告事項資料の１枚目、「生活文化創造都市フォーラム」の実施結果

についてを御覧ください。 

１、報告趣旨にございますように、生活文化創造都市フォーラムに本市の中学生が

パネリストとして参加したため、その内容を報告いたします。 

平成２９年１０月５日木曜日午後３時より、いちょうホールの小ホールにおきまし

て、「人と文化の十字路、交流創造都市＝八王子への新たな挑戦」とのテーマで、生

活文化創造都市フォーラムが開催されました。第２部の専門家によるパネルディスカ

ッションの前に、第七中学校の３名の生徒から、八王子の産業のこれからについて、

意見発表がありました。その意見を受ける形で、八王子の産業の現在と未来をどのよ

うに結んでいくか、参加者の専門的な見方からさまざまな意見が出されました。 

第七中学校の生徒の発表は、これまでのビジョンフォーラムと同様、事前に行った

ワークショップでの話し合いを受けて、３名の生徒が沢山の意見を集約してまとめて

述べたものです。 

資料の裏面を御覧ください。 
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７月２７日に開催しましたワークショップには、第七中学校の２年生１４名が参加

しました。全生徒が四つのグループに分かれて、自分と産業の関係を考え、働いてみ

たい産業は何か、革命を起こしたい産業は何か意見を交換した後、八王子をよりよい

「まち」にしていく為にできることについて、交流しました。 

生徒の主な考えとしては、そちらにありますように、最先端技術を生かした交通産

業に絞ったもの、安心安全な暮らしにつながるさまざまな産業、そして、新しいサー

ビス業として、キャストマインドの重要性等の意見がございました。 

続きまして、資料の２枚目を御覧ください。「文化芸術振興フォーラム」の実施結

果についてでございます。 

１０月１５日、日曜日午後５時より、いちょうホールの小ホールにおきまして開催

された、文化芸術振興フォーラムにつきまして御報告いたします。 

こちらも甲ノ原中学校美術部の生徒がパネリストとして参加いたしました。テーマ

を八王子の文化芸術の未来についてとし、基調講演とパネルディスカッションとの校

正で行われました。パネリストとして参加した甲ノ原中学校美術部の生徒３名は、美

術部の取り組みや、文化芸術を楽しんでもらうための方法について意見を発表し、パ

ネリストにまじって考えを述べていました。 

こちらも裏面を御覧ください。 

こちらのフォーラムでは、７月２０日から９月２９日まで、ワークショップを３回

実施し、プレゼンテーションの内容まで生徒の考えを反映させてフォーラム当日を迎

えました。主な生徒の考えとしましては、文化芸術とは何か、文化芸術の魅力とは何

か。そして、文化芸術を楽しんでもらうためには、についてそれぞれ項目ごとに話し

合いまして、最後にございますように、身近な場所で文化芸術に触れる機会を作るこ

と、ＳＮＳを用いた情報発信という手段、こちらが文化芸術を楽しんでもらうために

重要であるとの考えにまとまりました。 

どちらの報告資料につきましても、報告内容の（５）アンケートの主な感想にござ

いますように、参加者中学生の鋭い意見や、堂々とした発表の姿に感心するご意見が

多く寄せられました。 

これから行われますフォーラムにつきましても、事前のワークショップにおいて中

学生たちがたくさんの貴重な意見を出しております。 
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次回のビジョンフォーラムにつきましては１１月１２日、日曜日、午後１時３０分

より、「安全安心フォーラム」がいちょうホール、大ホールにて開催されます。 

第六中学校と恩方中学校の生徒が意見発表とパネルディスカッションのパネラーと

して登場する予定となっております。 

私からは以上です。 

○安間教育長  只今、指導課からの報告が終わりました。 

本件について御質疑はございませんか。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  中学生が活躍してくれて本当にうれしく思いますし、また同時に、御指導

いただいている先生方、指導課、どうもありがとうございます。 

それでは、報告として承らせていただきます。 

    続いて生涯学習政策課からお願いをいたします。 

○平塚生涯学習政策課長  それでは、平成２８年度八王子市生涯学習関連事業評価の結果

について、担当の杉山主査から御報告させていただきます。 

○杉山生涯学習政策課主査  それでは、平成２８年度八王子市生涯学習関連事業評価の結

果について御報告いたします。資料につきましては、Ａ４判の報告事項資料、Ａ３判

で２か所とめた資料、Ａ４判が若干厚うございますが、ホチキス留めした各所管にて

実施している生涯学習に関連する事業ごとの評価結果一覧の３種類ございますが、今

回の御説明では、そのうちのＡ４判の報告事項資料と、Ａ３判の評価結果の２ページ

目以降を中心に御説明いたしますので、御覧いただきたく存じます。  

まず報告の趣旨でございますが、本事業評価は、八王子市生涯学習プランを総合的、

計画的に展開していくために、取り組み状況をチェックし、継続的に事業の見直しを

行うことで、プラン全体の着実な推進を図るということを目的にしております。  

続いて報告事項資料の２番の、報告内容についてでございますが、まずアの各所管

において自己評価を行い、ＡからＤの４段階で評価を行っております。  

今回の事業評価から、評価基準を変更してございまして、これは市のほかの計画の

評価等との整合性をとるために変更をしたものでございます。また、事業の対象者に

つきまして、昨年度の教育定例会での御指摘等もございまして、対象者の一定の整理

を行いました。  
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続いて、Ａ３の資料の２ページ目を御覧ください。 

生涯学習関連指標全４９１事業の所管課、及び生涯学習審議会からの評価をいただ

きました。先ほど申し上げましたとおり、所管評価の２ページ目の左側の円グラフ、

所管評価、また右下の対象者につきましては、昨年度と評価基準が変わりましたこと

から完全比較はできませんが、おおむね昨年度と同じ構成となっておりまして、方向

性、事業の形態についてもおおむね同じような構成比となっているところでございま

す。 

また、３ページ以降につきましては、生涯学習プラン四つの柱がございまして、四

つの柱ごとの事業評価の詳細でございますので、お目通しいただければと思います。 

Ａ４判の資料の報告事項資料にお戻りいただければと思います。 

評価の経過でございますが、本年の３月に各所管課に対して、対象事業の評価を依

頼以降、生涯学習推進本部幹事会からの意見徴収、生涯学習審議会での意見徴収、評

価決定を踏まえております。 

最後に生涯学習審議会による評価でございますが、生涯学習に関する事業が多く実

施されていること、基本施策ごとの集約により、生涯学習の取り組み状況が明確化で

きているということに評価を頂戴している一方で、各事業の広報につきまして、対象

者に合った広報を行い、効果的な情報発信をするよう求められているところでござい

ます。 

今回の生涯学習関連事業評価を受けまして、今後、関連所管とともに生涯学習関連

事業の改善に努めてまいりたいと考えております。 

以上で説明を終わります。 

○安間教育長  只今、生涯学習政策課からの報告は終わりました。 

本件について御質疑はございませんか。 

○柴田委員  評価をありがとうございます。 

生涯学習のさまざまな事業に参加している年齢層というか、シニア世代が多いこと

と思いますが、シニア世代が学んだ成果を地域に生かす場として、例えば学校支援ボ

ランティアにつなげるというような取り組みであるとか、先ほどの義務教育学校で地

域の力を学校教育の中に生かすというふうにいいましたが、そのシニア世代の力を学

校教育のほうにつなげるというような取り組みというものは今のところ考えていらっ
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しゃらないでしょうか。 

○平塚生涯学習政策課長  一つの仕組みということではないんですけれども、現状と申し

まして、やはり高齢者の方々が、学校の教育活動、または、放課後の支援。そういっ

たところで、現に多くの方が参加していただいているという現状があると思います。 

例えば放課後子ども教室を例に捉えますと、ほぼ全ての小学校で実施しているとこ

ろなんですけれども、学習支援員、いわゆるその地域でさまざまな活動をする、そう

いう方をつなぐコーディネーター的な役割があると思うんですけれども、そういう学

習支援員の存在を放課後子ども教室の推進委員会に、活動を紹介したりとかというこ

とで、つなぎという部分については、いろいろなところで、機会があるごとに情報提

供をしているところでございます。 

○柴田委員  せっかくこういった事業を、講座型でたくさんの方が学んでいらっしゃいま

すので、より多く、学校支援というところにも繋げていただきたいなというふうに思

います。 

共働本部での現在の学校支援地域本部の連携というところも、これから密に、ぜひ

構築していっていただきたいというのが希望です。 

よろしくお願いいたします。 

○安間教育長  ありがとうございます。 

ほかに委員の方々から何か。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、本件について報告として承らせていただきます。 

    続きましてスポーツ振興課から２件報告をお願いをいたします 

○坂口スポーツ振興課長  それでは、市制１００周年記念事業「桑都フォトロゲイニン

グ」の開催について御報告いたします。 

詳細につきまして、伊藤主査から御説明させていただきます。 

○伊藤スポーツ振興課主査  それでは私から、市制１００周年記念事業「桑都フォトロゲ

イニング」について御説明いたします。 

八王子市制１００周年記念事業としまして、桑都フォトロゲイニングは、平成２９

年１１月４日土曜日に市立第三小学校をスタート・ゴールの会場として行います。 

フォトロゲイニングとは、地図を元に時間内にチェックポイントを回り、得点を集
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めるスポーツです。チェックポイントには設定された数字が、そのチェックポイント

の点数となるようになっており、チェックポイントで見本と同じ写真を撮影すること

で、チェックポイントを回った証拠となり、参加者の得点となります。より多くの得

点を集めた参加者が上位となりますので、作戦を立て、より高得点となるようにコー

スを回ることが必要な競技です。今回の桑都フォトロゲイニングでは、八王子市内の

各所に合計３９カ所のチェックポイントを配置し、改めて八王子を知ってもらうこと

を目的の一つとしております。 

この大会では、２人以上５人以下のチームでの参加とし、午前１０時にスタートし、

午後１時をゴール時間とする、３時間を時間制限として行います。参加者の申し込み

状況ですが、男子・女子・男女混合・中学生以下の子どもを含むファミリーの４部門

に分け、合計４２チーム１３４名の方からお申し込みをいただいています。 

以上で説明を終わります。 

○安間教育長  はい、説明は終わりました。本件について、御質疑はございませんか。 

○笠原委員  ちょうど時期的なもので、もうすぐですよね。私は場所がちょっと、三小が

どの辺で、このロゲイニングのエリアがどの辺に当たるのかが分からないのですが、

たまたまのことなんですが、八王子市内で事件があって、たまたま高尾警察の周辺に

マスコミの人がいっぱいいるという、今、現状がありまして、この辺を通るようなこ

とがなければ、いいのですが。お子さんたちのことなので、直接何かインタビューを

されるということというのはないだろうと推察しますが、その辺りはかかっていない

かどうか、確認をしたかった次第です。 

○伊藤スポーツ振興課主査  スタート・ゴールとなります第三小学校ですが、こちらは住

所で言いますと寺町、八王子のほぼ中心となります。ここを含むおよそ６キロ掛ける

８キロの範囲でエリアを設定しております。 

今回、まだ競技が始まっておりませんのでチェックポイントの詳細は申し上げられ

ませんが、おおよそという範囲で御説明します。第三小学校から、見ますと、東に行

きますと、ほぼ日野境までがエリアに入ります。西側は拓殖大学のあたりまでが含ま

れます。南側におりますと、御殿峠を越えるところまではいかないんですが、大体東

京工科大学あたり、北側につきましては、八王子の道の駅あたりまでがエリアとなり

ます。 
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この中に３９カ所のポイントを今回配置してございます。 

また、高尾警察の近辺ですが、詳細はちょっと申し上げにくいんですが、そのあた

りにはポイントは設定をしてございません。 

以上です。 

○安間教育長  いずれにしても新たな情報なので、警察なり、何なりと連絡をとって、安

全が確保してできるのかについては、事前の情報ですから、念のため確認をしておい

てください。 

ほかにございましょうか。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、安全、安心に行われるように祈っております。 

引き続き、スポーツ振興課からお願いいたします。 

○坂口スポーツ振興課長  それでは、続きまして、市制１００周年記念事業「キャッチボ

ールクラシック八王子大会」の開催について御報告いたします。 

詳細につきまして、野村主査から御説明させていただきます。 

○野村スポーツ振興課主査  それでは、市制１００周年記念事業「キャッチボールクラシ

ック八王子大会」の開催について御説明いたします。 

まず、資料説明に入る前に、キャッチボールクラシックについて、簡単に御説明い

たします。キャッチボールクラシックの大会は、日本プロ野球選手会が運営しており、

野球の普及のために、野球の原点であるキャッチボールに着目し、キャッチボールが

できた回数をチームで競いあう競技でございます。このたびキャッチボールクラシッ

クの全国大会を八王子で初めて開催いたしますが、全国大会と同時に、市民を対象に

八王子大会を開催するものでございます。 

それでは資料を御覧ください。 

１、報告趣旨でございますが、市制１００周年記念事業として、市内在住、在学の

児童・生徒及びその保護者を対象にスポーツの普及啓発を図ることを目的に、プロ野

球現役選手との交流事業である、キャッチボールクラシック八王子大会を中央大学多

摩キャンパスにて開催するものでございます。 

続きまして、２、報告内容でございます。事業名はキャッチボールクラシック八王

子大会でございます。 
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続きまして主催者等でございますが、主催、八王子市、八王子市教育委員会。協力、

八王子市小学校ＰＴＡ連合会、八王子市中学校ＰＴＡ連合会、一般社団法人八王子青

年会議所、中央大学。運営、日本プロ野球選手会、福島県中学野球競技力向上委員会。

後援、八王子市スポーツ議員連盟となっております。 

開催日時でございますが、平成２９年１２月１７日、日曜日、９時から１５時３０

分まで。開催場所は、中央大学多摩キャンパスとなってございます。 

続いて、内容及び定員についての概要でございます。 

まず、キャッチボールクラシック（小学生の部・中学生の部）でございますが、事

業内容としましては、チームが２分の間でキャッチボールが何回できたかを競う競技

になります。募集定員は市内在住、在学の小学生または中学生のみで構成された１０

名１チームで定員なしとしております。 

次に「プロ野球選手が教える！」ボールの投げ方教室（午前の部・午後の部）でご

ざいますが、事業内容としましては、現役のプロ野球選手がボールの投げ方を直接指

導するものでございます。募集定員は市内在住、在学の小・中学生とその保護者で抽

選１００組２００名としてございます。 

なお、本事業の周知でございますが、１１月１日号広報で周知するほか、市ホーム

ページ、市内の市民センター、各事務所、エスフォルタアリーナ八王子、富士森体育

館、甲の原体育館で募集を周知しております。 

また、裏面に参考としまして、キャッチボールクラシックのルール等を記載してお

りますので、後ほど御覧いただければと思います。 

説明は以上でございます。 

○安間教育長  只今、スポーツ振興課からの報告は終わりました。 

本件について、御質疑はございませんか。 

○坂口スポーツ振興課長  資料の（５）内容及び定員のところの（イ）「プロ野球選手が

教える！」ボールの投げ方教室（午前の部・午前の部）となっております。申し訳ご

ざいません。後ろのほうを午後の部に訂正させていただきます。 

○村松委員  教育長の御理解のもと、また、スポーツ振興課の皆様の御支援のもと、プロ

野球選手会の皆様とともに、今回、地域連合会、また、青年会議所さん、スポーツ議

員連盟の皆様。オール八王子で、全国の小中学校の子どもたちをようこそ八王子へと
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いうことと、あと、八王子の子どもたちの遠投力の強化の一環として、楽しくキャッ

チボールを現役のプロ野球選手に教えていただくという試みになりました。 

また日曜日ですが、市教委の皆様も来ていただいて、応援していただければ、全国

の子どもたちがまた大きくなって、大学に入る時には、また八王子に来たいなという

ような取り組みも、あわせてやっておりますので、ぜひ応援していただければなと思

います。 

ありがとうございます。以上です。 

○安間教育長  この間、本当にお疲れさまでございました。ありがとうございました。 

よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、本件も報告として承っておきます。 

続きまして、こども科学館から報告をお願いします。 

○叶こども科学館長  それでは市制１００周年記念事業「宇宙飛行士講演会」の開催につ

きまして御報告をさせていただきます。 

お手元の報告事項資料を御覧ください。 

まず、１、報告の趣旨ですが、子どもたちの宇宙、科学、技術開発等への関心を高

めること。そして、夢の実現に向けて挑戦、努力する意識を啓発するため、宇宙航空

研究開発機構（ＪＡＸＡ）の現役宇宙飛行士を講師にお招きして開催する「宇宙飛行

士講演会」について御報告させていただくものです。 

続きまして、２、報告内容、以下を御覧ください。 

宇宙飛行士講演会「宇宙へ、そして未来へ」と題しまして、宇宙飛行士の宇宙での

体験のほか、次世代を担う子どもたちへのメッセージもいただきます。また、会場か

らの質疑応答も行います。 

御登壇いただきます、宇宙飛行士ですが、ＪＡＸＡの現役宇宙飛行士の大西卓哉氏

です。別紙の講師プロフィールを御覧ください。 

大西氏は、昨年の７月から１０月３１日。昨年のおとといまでは、宇宙におられた

方です。 

１０月２６日に開催され、大西氏も出演されておりましたＪＡＸＡ主催のイベント

を視察してまいりましたが、宇宙での体験や、自分が努力したことなど、子どもたち
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に分かりやすく語りかけておられました。 

報告事項資料にお戻りください。 

４、の開催日時等ですが、１１月２６日の日曜日、１４時から１５時半まで、いち

ょうホールの大ホールにて開催いたします。定員は８００名、応募方法は往復はがき

による事前申し込みとなっております。応募者多数の場合は抽選となっております。

参加費は無料です。 

この講演会ですが、ＪＡＸＡ及び、八王子市「宇宙の学校」後援会に御協力をいた

だき、開催させていただきます。 

会場ホワイエでは、パネル展示や、Ｈ２ＡＢロケットの先端部分であるフェアリン

グの実物の展示なども考えております。 

最後に周知方法ですが、本日発行の市広報や、ホームページにて周知するほか、市

施設等へのポスター掲出や、チラシを配布いたします。お手元には、最終校正前で、

まだ修正点がございますが、ポスターをイメージとしてお示ししております。最終的

な詰めを行っているところでございます。 

また、これらの配布先ですが、小学校全児童あてにチラシ配布するほか、中学校に

は、全校各クラスあてにポスターを掲出、チラシを配布いたします。 

多くの児童生徒に参加していただき、次世代を担う子どもたちが宇宙へ、そして、

未来へと羽ばたいていくきっかけにしていただきたいと願っております。 

報告は以上です。 

○安間教育長  只今、報告は終わりました。 

本件について、御質疑はございませんか。よろしゅうございますか。 

いつも言っているんですけど、この定員の考え方なんですけどね、これは８００名

を大幅に超えそうなんですか。 

○叶こども科学館長  会場としてのキャパが８００名ですので、８００名定員にしており

ますが、そのほかにも関係者等も含めまして、やはり定員を超えるキャパがあろうか

と思いますので、抽選とさせていただきました。 

○安間教育長  分かりました。でもこれ、８５０とかだったら、５０人の方だけ来られな

いとか、そういう発想なんですか。 

○叶こども科学館長  会場内には立ち見席というのは設置が難しいですので、場外、ホワ
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イエにもテレビを出しますので、そこで見ていただくこともできますし、パネル展示

なども含めて参加をしていただきたい、そのように考えております。 

○安間教育長  ですよね。 

往復はがきというのも、手間をかけさせちゃいますよね。何かここら辺については、

毎回毎回、こういう話をしているので、この件だけに限らず、いろんな部署でちょっ

と考えてみてください。わざわざ往復はがきを買って申し込んでいただくまでする必

要があるのか。我々は来てもらいたいわけですからね。ぜひ御検討ください。 

よろしゅうございますね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは本件も報告として承らせていただきます。 

続きまして、図書館部から報告をお願いします。 

○太田中央図書館長  それでは、平成２６年度執行分定期監査結果に基づく措置について、

報告をさせていただきます。 

詳細につきましては、担当の樋口主査から御説明いたします。 

○樋口中央図書館主査  それでは、平成２６年度執行分定期監査結果に基づく措置につい

て御説明をいたします。 

まず、１、報告趣旨ですが、平成２９年９月２２日付で定期監査結果に基づく措置

について監査事務局に通知しましたので、その内容について御報告をいたします。 

続いて、２、報告内容ですが（１）平成２６年度実施の事業に対する、平成２７年

度に行われた定期監査で、（２）のとおり、中央図書館の備品について、適正な管理

について指摘がございました。 

（３）指摘内容を要約しますと、ア、実際には廃棄処分した備品特に重要備品、重

要備品につきましては取得価格が１００万円以上の備品のことでございますが、備品

台帳上では廃棄の事務処理をしていなかった。イ、備品台帳上所管替えの事務処理を

していなかった。ウ、旧型の機器類について、保管されてはいるが、長期にわたり使

用実態がなかった。以上の三点でございます。 

その措置としまして、（４）のとおり、中央図書館所管の全ての備品を備品台帳と

照合し、台帳と記載内容に相違がある備品について台帳を整理いたしました。特に重

要備品ですが、レコード、テープ、視聴用ソファー。これは、ソファーの１２席のう
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ち、１１席が廃棄済みであるにも関わらず、備品台帳上で廃棄処理をしていなかった

ため、その事務処理をいたしました。また、使用不能や存在しない備品について台帳

から削除し、備品管理の適正化を行いました。 

なお、このような指摘を受けた原因としまして、定期的な台帳との照合がきちんと

できていなかったこと、特に、旧来型のメディアにつきまして、職員の移動等による

引き継ぎが上手くできず、故障や、使用していない備品の把握ができていなかったこ

となどによるものと考えております。 

適正な備品管理が求められている中で、このような状況になり、大変申し訳ありま

せんでした。また、照合作業に時間を要し、報告が遅れたことにつきましてもおわび

申し上げます。今後は定期的に備品と台帳を徹底し、備品の適正管理に努めてまいり

ます。 

報告は以上でございます。 

○安間教育長  只今、図書館部からの報告は終わりました。 

本件について御質疑はございませんか。 

○太田中央図書館長  担当の主査から御報告させていただきましたが、公務に対する適正

な事務執行が求められている中で、今回、このような不適切な事務処理、また、不手

際があったことにつきまして、これは公務に対する市民の信頼を損なうものでありま

して、あってはならないことだと考えております。事務を執行する、統括する管理職

として、この件に関しては深く反省しますとともに、この場をお借りしまして、深く

おわび申し上げます。 

今後は再発防止にむけまして、私自身のマネジメント、教育の向上はもとより、職

場内における相互のチェック機能、こういったものを活用して徹底させまして、適正

な事務執行が行われる職場となるよう、職員に対して指導を徹底してまいりたいと考

えております。 

私からは以上です。 

○安間教育長  委員の方から何かございますか。 

○村松委員  平成２６年度分執行定期監査ということで、先ほどにもお話がありましたけ

れども、かなり時間がたっていまして、やはり、図書館というところで、子どもたち

の手本となる図書館の、そういうこともありますので、ぜひ、今後しっかりやってい
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ただきたいと思います。この備品台帳というのは、これは本当に台帳なのか。それと

もパソコン上であるものなんですか。 

○樋口中央図書館主査  以前は台帳という形で管理をしていたのですが、今は財務会計シ

ステムという、システムの中で管理をしております。 

○村松委員  それはいつから導入されたんですか。 

○樋口中央図書館主査  すみません、全庁的にパソコンが導入されて、その時に、財務関

係がスタートしたんですが、すみません、詳細につきましては、把握しておりません。 

○村松委員  そういうところが、しっかりやっているのか、やっていないのかという判断

基準になりますので、やはりそういうことも分かっていた上で、台帳、またこういう

ことって大事だと思いますので、事務処理は。しっかりやっていっていただければな

と思います。 

以上です。 

○安間教育長  よろしゅうございますか。 

先ほど中央図書館長から申し上げましたように、私自身もしっかりと経理を正して

いきたいと思っております。 

報告として承らせていただきます。 

それでは、ほかに何か報告とする事項等はございますか。 

○廣瀬学校教育部長 施設管理課より、報告がございます。 

○安間教育長  それでは施設管理課から報告をお願いします。 

○松土施設管理課長  それでは、私から台風２１号に関する被害状況等について、御報告

させていただきます。 

内容的に、学校教育部三課にかかりますが、私から一括で御報告させていただきま

す。 

１、報告趣旨でございます。平成２９年１０月２２日から２３日にかけて、列島を

縦断し、八王子においても、公園、道路等、大きな被害をもたらしました、台風２１

号に関する学校施設等の被害状況について報告するものでございます。 

２、被害状況でございます。 

（1）加住小学校の土砂崩れの概要でございます。 

発生日時は平成２９年１０月２３日未明、午前２時から３時ごろと推測されており
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ます。発生場所につきましては、小学校校舎北側の斜面地でございます。被害状況

に関しましては、プールの一部損壊、給食室の一部損壊及び土砂の流入ということ

になっております。人的被害は、幸いにしてございませんでした。 

緊急対応としましては、二次災害・土砂の流入防止対策の実施としまして、大きな

土のう袋、トン袋を９袋設置しました。また、ガラス面の破損予防ということで、

厚手の木工ボード、コンパネというものも設置しております。また、斜面地の養生

として、ブルーシートで覆うような対応も取らせていただきました。また、安全対

策としまして、児童・生徒が一切立ち寄らないように校舎付近に大型バリケートを

設置するとともに、土砂崩れをおこしました北の斜面地上部付近に立ち入り禁止の

表示及びロープを取り囲んで設置をするという対応をしております。 

また、このことによりまして、しっかりとした安全確保が完了するまで、中学生と

小学校五、六年生につきましては、分校舎加住中学校のほうで学習を行っていただ

き、中学生が使っておりました南校舎のほうで、小学校１年生から４年生が学習を

していくという、そのような形をとらせていただいております。 

（２）加住小学校給食室へのブロック擁壁及び土砂流入・躯体一部破損の概要でご

ざいます。 

発生日時は上記土砂崩れ同様でございます。１０月２３日、月曜日の午前２時から

３時と推定されています。発生場所は給食室北側でございます。被害の状況としまし

ては、食品庫、下処理室、残菜置き場、及びボイラー室でございます。 

裏面を御覧ください。 

緊急対応としまして、ガスを供給停止しております。プロパン庫からボンベを搬出

という対応を取りました。また、電気の供給停止を行いまして、安全確保をしたとこ

ろでございます。また、給食の対応としましては、中学生につきましては、１０月３

０日、月曜日からデリバリーランチ方式により提供を始めております。また、小学生

につきましても、１１月６日、月曜日からデリバリーランチ方式による給食を提供開

始予定でございます。給食の形態としましては、主食と汁物を保温食缶方式にし、お

かずも小学生の体系等を考えた中で、栄養が補える形で対応を取らせていただくとい

うものです。 

最後に（３）川口中学校の生徒に対してのスクールバスの運行状況の概要でござい
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ます。 

こちらに関しましては、被害状況、都道６１号線の戸沢峠が、土砂崩れにより通行

不可となり、美山地区から学校までのスクールバスの運行状況を変更する形になりま

した。緊急対応としましては、バスの時刻表の設定の変更、また、運行ルートを高尾

街道から秋川街道へ抜けて学校のほうに行くという、動きに変更したところでござい

ます。 

最後、表になります。こちら、校舎体育館、プール、及び給食室を合わせた、小中

学校の被害状況でございます。 

雨漏れ、土砂崩れ、施設損壊、その他。その他に関しましては、学校の浸水、そち

らを雨漏れから除く形で、その他のほうに載せさせていただいております。 

報告は以上でございます。 

○安間教育長  只今、施設管理課からの報告は終わりました。本件について、御質疑はご

ざいませんか。 

○村松委員  この台風で多分、施設管理課さんは、本当に御苦労様です。 

質問なんですけれども、この２３日未明、２時から３時ころの土砂崩れなんですけ

れども、プールの損壊、また給食室の一部損壊及び、土砂の流入と書いてあるんです

けれども、これのプールの損壊はどの程度なのか。 

それと、給食室の一部損壊というのは、これは直せば使えるのかどうか。この給食

室北側もそうですけれども、これはもう全く使えなくなるのか、それとも直せば使え

るのか、その辺の状況を教えていただきたいのですが。 

○松土施設管理課長  プールに関しましては、１コースから６コースの表示のある大プー

ルですが、そちらのほうの躯体が小プールを押して、土台、基礎の部分から傾くとい

う、そういう事態になっています。なおかつ土砂も流入しているということから、見

た目は小プールのほうは状態は悪くないように見えるんですが、実際はプールサイド

に亀裂も生じ、中に入っている水も全て抜けるというような状態になっているもので

すから、大プール、小プールともに基礎、土台の部分から全て損壊を受けているとい

う状態になっておりますので、現状としましては、残念ながら解体をするという形し

かないかと思われます。また、その場での現状復帰ができるかどうか、そのあたりは

学校のほうと調整しながら、安全確保について、擁壁の部分も今回、損壊しておりま
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すので、そういったものも踏まえた中で、最終的に判断するような形になると思いま

す。 

給食室のほうに関しましても、やはり同様にボイラー室等もかなり擁壁の部分など

に食い込んで、同様に給食室の躯体のほうにも構造上影響を受けていると思われます

から、通常に考えれば、そちらもやはり解体をせざるを得ない。また、同様にそこに

設置できるかどうかというのは、今後の状況を踏まえた中でということになります。 

以上です。 

○村松委員  ありがとうございます。 

この２３日に引き続いて、２８、２９も台風のほうがまた、雨が多くふりました。

ぜひ、施設管理課の皆様も事故、けががなく、そういう調べですとか、作業をしてい

ただければなと思っております。 

それで今現在は、もう２８、２９の台風で土砂とか水とかも全部流れ切っちゃって、

今は立ち入り禁止だと思うんですけど、それ以外の被害というのは、加住小中学校は、

もう今のところは出ていないですか、 

○松土施設管理課長  今回に関しましては、加住小学校に関しましては、プール及び、給

食室、そちらの被害、あと雨漏れ等は一部、当然ございますけど、そういった対応の

みになっております。 

○安間教育長  ありがとうございます。 

ほかに委員の方から、何かございましょうか。 

いずれにせよ、学校の施設でありますから、校長先生を中心に子どもたちへの教育

活動を、とにかく正常にということで、頑張っていただいたこと、本当にありがたい

と思います。 

早急にできることとできないことがあるんでしょうけれども、子どもたちの勉強す

る場ですから、そのお勉強がちゃんとできるようなことについては、もうとにかく、

何よりも最優先して、ぜひ事務局のほうも全力で支援してあげてください。 

○村松委員  私も加住小中のほうにちょっと行ってきたんですけれども、早速ＰＴＡの方

とか、また、そこの交番の方が、分校のほう、向こうのほうにルートを変えて登校を

見守ってくださっています。 

その辺で、いろいろとこちらでもできることとかがあれば、ＰＴＡ、また警察のほ
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うにも御協力をして、とにかくあそこは交通量が多くて、ダンプカーとかも通るとこ

ろですので。こちらでも協力できるところはしっかり協力して、学校と連携をとって

いただければと思っています。 

以上です。 

○安間教育長  よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、報告として承らせていただきます。 

これで公開の審議は終わりますけれども、委員の方々から何かございましょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  ないようであります。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  それでは、ここで暫時休憩といたします。 

    なお、休憩後は非公開となりますので、傍聴の方は御退席をお願いいたします。 

    再開は１５分にさせていただきます。 

【午前１１時７分休憩】 

 


